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労働基準法上の賃金等請求権の消滅時効見直しが検討

労働新聞　2018年1月22日付一面より

　今回の通信では民法
改正に伴い労働基準法
上の賃金等請求権の消
滅時効のあり方につい
て検討が開始された記
事をピックアップしま
した。
　2017 年に民法の消
滅時効制度が改正さ
れ、ほぼ全ての短期消
滅時効が廃止となりま
したが、労働基準法に
おいては現行民法の消
滅時効の特則として賃
金等請求権の消滅時効
期間が特例で定めれら
ており、今回の民法改
正の対象外になる為、
検討が必要となり開始
されました。
　検討が開始された段階ですが、以下の点から消滅時効期間は延長される可能性が高い
のではないかと思います。

① 政府が主導する有給休暇の取得推進

② 残業代未払いの抑制、防止

③ もともと労働者保護の観点から、
　 民法よりも労働基準法の
　 消滅時効の方が労働者 ( 債権者 ) に
    有利な期間になっている

無期転換制度と
同一労働同一賃金の留意点

無料セミナー

●日時︓2 月 15 日（木）15︓00 ～
●対象者︓人事・労務部門のご担当者
●定員︓12 名
●会場︓千代田区内神田

※詳細はホームページへ


